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   「鳥取県幼児教育センター」の設置について 

 

 

 「鳥取県幼児教育センター」の設置について、別紙のとおり報告します。  

 

 

 

 

 平成２９年４月１４日 

 

 

鳥取県教育委員会教育長 山本 仁志 

 

 



「鳥取県幼児教育センター」の設置について 

                     平成２９年４月１４日（金） 

                                  小中学校課 

 

 鳥取県教育基本計画に基づき、幼児教育のさらなる充実をめざして、幼児教育の拠点機能の強

化を図るため、小中学校課内に幼児教育センターを設置しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 開所式 

（１）日 時 平成２９年４月６日（木） 午前９時３０分～午前１０時 

（２）場 所 小中学校課 幼児教育センター 

（３）参加者 鳥取県教育委員会教育長  山本 仁志 

       鳥取県子育て王国推進局長 井上 靖朗 

       鳥取県幼児教育センター、子育て応援課関係者 

 

２ 幼児教育センターの業務内容（別紙１） 

（県教育委員会と福祉保健部の一層の連携） 

  ○市町村・園・小学校等への支援  
「市町村指導者等（行政担当・保育リーダー等）研修」の実施 等 
＊市町村等の指導者が、域内の園への指導のための知識やスキルを学ぶ研修 

  ○研修の一元化 
    子育て応援課の県直営研修を幼児教育センターが実施      

○調査・研究の充実 
   ・「鳥取県幼児教育振興プログラム」改訂（H30） 
   ・「幼保小連携推進モデル事業」 ＊「接続期のカリキュラム編成ハンドブック」作成（H29） 
   ・園内研修等を支援する。（園訪問、県主催の研修等） 
 
３ 体制（計９名） 

  ○小中学校課  
幼児教育担当課長補佐、係長、指導主事            各１名 

  ○各教育局（東部、中部、西部） 
    幼児教育担当指導主事、保育専門員または幼児教育アドバイザー 各１名 
   （保育専門員または幼児教育アドバイザーを配置し、各教育局を２名体制とする。） 
   ＊福祉保健部子育て応援課、県教育センター、いじめ・不登校総合対策センターなど、関係部署と連携 

鳥取県教育基本振興計画 目標２ 学ぶ意欲を高める学校教育の推進 
                施策２－(４)幼児教育の充実 
                ○発達や学びの連続性をふまえた幼児教育の充実・発展 
教育大綱 １ 学ぶ意欲を高める学校教育の推進 

～全国に誇れる学力を目指す学びの質の向上～ 
③幼保小連携の推進  



《鳥取県幼児教育センター》
小中学校課 幼児教育担当課長補佐

幼児教育担当係長
幼児教育担当指導主事

TEL 0857-26-7915  FAX  0857-26-8170
東部教育局 幼児教育担当指導主事・保育専門員 各１名

TEL 0857-22-1601  FAX  0857-22-1607
中部教育局 幼児教育担当指導主事

幼児教育アドバイザー
TEL 0858-23-3250  FAX  0858-23-5203

西部教育局 幼児教育担当指導主事・保育専門員 各１名
TEL 0859-31-9771  FAX  0859-35-2096

各１名

「鳥取県幼児教育センター」について

鳥取県教育基本振興計画に基づき、幼児教育のさらなる
充実をめざして、幼児教育の拠点機能の強化を図ります。

市町村、幼稚園・保育所・認定こども園・小学校の教職員
を対象に、４つの内容を柱に取組を推進します。

研修機会の提供に関すること
○各種研修の実施
○訪問指導の実施（計画訪問・要請訪問）

・県による計画訪問の実施
・市町村計画訪問への同行
・園の保育、研究等に係る訪問

○園、小学校等における幼保小合同研修会等への
講師派遣

＊ 情報提供・相談に関すること

市町村及び園・学校支援に関すること
○市町村及び園・小学校の課題等に応じた
指導助言の実施

○市町村指導者研修の実施（年２回）
調査・研究に関すること
○「鳥取県幼児教育振興プログラム」改訂（H30）
○円滑な接続に向けた効果的な取組
「幼保小連携推進モデル事業」
＊接続期のカリキュラム（スタートカリキュラム、
アプローチカリキュラム）編成ハンドブック

《鳥取県教育基本振興計画》
目標２ 学ぶ意欲を高める学校教育の推進
施策２－（４） 幼児教育の充実

○発達や学びの連続性をふまえた
幼児教育の充実・発展

各１名


